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-民主主義つてなんだろう。

選挙つてなんだろう。

’b 

水や空気と同じように

「民主主義Jや「選挙jは

あたりまえではありませんでした。

暮5しの中にあってあたりまえの水や空気ですが、実は、便利な水道

やきれいな空気を守るためのいろいろなしくみや制度があります。

同じように、みなさんは、ふだん、あまり意識していないでしようが、

様々な「権利」に守うれて暮らしています。たとえば最も身近なものは

「教育を受ける権利」です。ちょっと難しい力、も知れませんが「生命・自由・

幸福追求に対する国民の権利jもあります。それは今、私たちにとって

「あたりまえ」ですが、実は、みなさんの、おじいさんやおばあさん、あるい

はもっと前の世代の人たちが、社会のことをいろいろ考えてつくり上げ

てきた制度なんですね。「民主主義Jや「選挙」だって、そうです。

世の中の「あたりまえのコト」に、ちょっと疑問を持つと社会がどんど‘ん

広がっていきます。“あと5年”大人になる前に大切なこと、少しすつ学ん

でいきませんか。

横浜市選挙のマスコット

コットでもす。力ワイイこの名前は、横浜市民

の応募から選ばれたもの。選挙が近づくと、

ぬいぐるみ、印刷物へのイラストなどで、市

民の前に登場します。「みんなそろって選挙

へf行こつとIj Jと覚えてくださいね。 。



から ヘ
かつては国を統治する王など一部の権力者が、政治

を思いのままに動かす「専制政治」を行っていました

が、やがて重い税金や厳しい労働に苦しんでいた民

衆が立ち上がり、「国民の意思や、個人の人権を尊重

してくれ！リと主張しはじめます。そして、その主張は

専制政治をうち破り、国民は多くの権利を獲得しました。

e権＠立
権力の集中を閉そを、国民の権利を守る仕組み

立法（国会）、行政（内閣）、司法（裁判所）の三つの権

力が、ひとつの機関に集中すると、その力が強くなりす

ぎてしまいます。そのため、それぞれ独立して仕事を行

い、おたがいに抑えあってバランスを保つことによって、国

民の権利（自由）を脅かすことがないようにしています。

民主主義は

基本的
人権

人は生まれ1J.がらにして、

生命・自由・財産を守る権

利（人権）を持っています。

どんな権力もこれを侵す

ことはできません。

市民政府二論（1690年）

立法
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日本国憲法の公布は、 1946年（昭和

21年）。アメリカ第16代大統領リン

カーンのゲティスlfーグにおける演説

は1863年。どちらも民主主義の原

理がわかりやすく表現されている。そ

して、とてもよく似ているのも興此漂い。

主lこ3つの考え方かう成り立っています。

三権分立国民主権

リンカン

のテ 1 ーグでの

「人民の、人民による、

人民のための政治J
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モンテスキュー
権力がーケ所に集中する

と、濫用され、人権を侵害

する恐れがあります。そ

れを防ぐ仕組みが三権分

立なのです。

法の精神（1748年）

ルソー
政治のあり方を決定する

力である主権は国民のも

のであり、国民の意思に

基づき行使されなければ

なりません。

社会契約論（1762年）

羽目2.k ・-Sロ・』

。

加する権利」国民が広く「政治に
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人口に占める有権者の割台
現在では、日本国民なう誰でも、20歳になると得ることができる選挙権ですが、

かつてはごく一部の人にしかその権利がありませんでした。財産や性別などで

差別されるとと砿く、みんなが投票できるようになるまでには、大変な努力と

長い歴史があったのです。

＠ ＠ ． 
拳資格・25歳以上の男子で、

直接国税15円以上

を納めている人。

〈記名式（公開制）投票〉

1°/o 

選挙貨格・25歳以上の男子で、

直獲国税10円以上

を納めている人。

〈無記名投票（秘密投票）

が実現〉

2.2°/o 

選挙資格・25歳以上の男子で、

直接国税3円以上を

納めている人。

5.So/o ．．・・

． 
．．．．．いい・·~

． ． ． ． 
ーー・・・・・・・・・・ 4・国・・・・‘

－－ 

，.，..圃．．． ‘ 
．．．．．．．．．．．．．．．．ュー一 a歯車

1889年 1900年 1919年
（明治22年） （明治33年） （大正8年）

E晶五孟孟L証書
圃•E：陪弓 ， ~，事E半島司・

横浜の場含～市会等級制の時代～ 選挙人数 納税額 議員数

横浜市では、市会が発足した1889年（明 1級 13人 4,363.501内 12人

治22年）に、3級制選挙という制度が 2級 84人 4,343.165円 12人

導入されました。これは、納税額に応じ 3級 601人 4,322.3鈎円 12人

て代表を出すという考え方で、納税総 計 698人 13,029.057円 36人

額を3等分し、告級かう同じ数の議員を選出するという方法。直接国税2円以上

を納める25歳以上の男子だけという制限選挙だったため、有権者は横浜市の

人口のたったO6%でした。とくに1級は、議員12人に対して選挙人がなんと

13人！お金持ちのお金持ちによるお金持ちのための選挙制度だったのですね。
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第二次世界大戦後、はじめて男女

平等の完全普通選挙が実現。つい

に成年の男女とも100%選挙権を

手にしました。投票所の績には、お

母さんたちのために、託児所も設

けられていました。

① 

選挙資裕・20歳以上の全ての

男女。

48% 
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日本の選挙5原則

。普通選挙
一定の年齢に達したすべての日本国民

に選挙権があります。

1945年
（昭和20年）

晶画幽岨

1925年
（大正14年）

。平等選挙
平等に一人一票であり、性別や財産、

学歴忽どで差別されません。

＠秘密投票
誰が誌に投票したか、わからないような

方法で投票します。

。自由選挙
誰にも圧力や干渉を受けることなく、

自分の判断で自由に投票できます。

。麗嬢選挙
有権者が直銭代表者を選びます。

～関東大窓災後＠緊急市会～

。大正12年、震災後初の市会は、屋上にムシロ敷きで行われました。



選挙の種類と選挙区

・ 地 方 自 治 体 の選挙住む街の代表者を選ぶ選挙

地方自治体の選挙には、『市議会議員選挙」、『市長選挙』、『県議会議員選挙』、

『県知事選挙』などがあり、選挙時期を全国で統一した統一地方選挙で行われます。

ただし、市長や県知事などが任期満了を待た？に辞職した場合などは、統一地方

選挙ではなく独自に行われることがあります。横浜市長選挙はその例です。

績浜市の

市会・県会議員の

選掌区と定数
(2012年3月現在）

町一

選挙権 ｜圏
被選挙権

任期

定数 1人 86人

神奈川
県知事選掌

一一一

圏 園 圏 園
国 圏 国

4年

1人 I 107人（横浜市42人）

・ 20歳以上 ・ 25歳以上 ・ 30歳以上 ・ 引き続き3か月以上市内に住所を有gる人 ． 引き続き3か月以上県内の同ー市町村！こ住所巷有する人
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日本のことを話し合う代表者を選ぶ選挙・国政選挙

国政選挙には、「衆議院議員総選挙』と「参議院議員通常選挙』があります。選出の方法・人数・

選挙区などが異なるのは、全国の国民の声を平等にしっかりと聞いて、国を動かしていくためです。

！衆議院議員総選挙 I：：~：弘） I~払 I~説 J 
・比例代表選挙 ＊下記参照

直言訂
全国をllのフiロック（選参区）に分けて行います。

神奈川県は、南関東ブロックに属していて、千葉県・

山梨県との3県で構成されています。

山梨

・小選参区選挙くひとつの選挙区か引人の議員を選出〉

直E
全国を295の選拳区｜こ分けて行います。神奈川県

は18の選挙区、横浜市は8選挙区に分かれます。

千葉

直言コ
180人
（南関東プeロック1<1:22人を選出）

[ill -
295人 程ヨ，
（神奈川県は18人、償浜市は8人を選出） ，斗×8

各選挙区1名を選出

匝言1
政党名を記入し、得票数に応じて議員を選出します。

神奈川 見22

ヨE
候補者名を記入し、

1選挙区から各1名を選出します。

「参議践議員通常選挙 i詩；廷でとc!J';J!Gl()!) I競は針説1
※小選挙区選挙の定数が5人削減され、衆議院議員の定敏が480人がう475人となりました。

・比例代表選挙 ＊下記参照

惇垣
全国を1つのフiロックとします。

免×96
全国で96名を選出

・選掌区選挙くひとつの選挙区から複数の議員を選出〉

逗E
各都道府県、47選拳区に分けて行います。

' ／ 

， 
〆

〆

直言ヨ
候様者名または政党名を記入し、

総得票数に比例して議席が分配され、

当選者が決定されます。 ，－－－~／ 

直通コ
146人 （神奈川県は8人を選出）

※苗都道府県により定数が異事ります a・h

，~×8 
竺円竺8名を選出、

豆む
候補者名を記入し、

得票数に応じて

議員を選出します。

※神奈川県の定数が、6人から8人となりました。

例えば、党の議席が2ならー

除「

。
名簿の順位で当選

i Aさん 100票＠
Bさん30票

Cさん70票総
得票数の多い顕に当選

政党の得票数に応じて分配

-=00党
候繍者

候補者＋政党の

総得票数に応じて分配

投票する時は・・

:11or 
候補者名または

政党名を記入

,8 
1党

候補者名簿は・・

0 l{立Aさん

0 2位 Bさん

党：3位 Cさん i 

順位づけあり

衆
議
院
（
拘
束
式
）

一参
議
院
（
非
拘
束
式
）

~~~』..，.・

tt例代表選挙の
方式のちがい

0 Aさん

0 Bさん

党 cさん

順位づけ慈し

比例代表選挙は、各政党

の得票数に応じて（比例さ

せて）議席を分配しますが、

衆議院と参議院ではその

方式が異なります。



投票から開票までの漏れ
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e名
『投票のご案内』 を渡すと、選挙人名簿に

登録されているかの確認があります。

。柄票所
選挙が近づくと届く「投票のご案内Jを持っ

て、投票所へ行こう。投票時聞は靭7時か§

夜8時まで。

ロ

投票所の様子

技票日に用事がある人曜、期目前投票をしよう！
「選挙は必す投票したし）jそう思っていても、投票日が決まったときに、「あっ、

その日は都合が悪い」というときは、投票日より前でも投票することができ

る「期目前投票」を利用しよう。公示（告示）日の翌日から投票日の前日まで、

住んでいる区の区役所などで投票できるよ。



惨砂

•• j 

確認を受けた「投票のご案内jと引き換えに、

設票用紙を受け取ります。

いよいよ記入！記載台にはえんぴつが置い

てあり、正面には候補者の氏名などがはっ

てあります。よく確かめて‘正確に記入しよう。

投票時間力.1
終わると・．．

」＼ C二二一一
・Dli量~·
午後8時に投票が終わると、投票箱は

開票所に集めうれます。大きなテーブ

ルに投票箱の中身があけられ、候補者

別に投票用紙を分類し、集計します。

投票用紙を半分に折って、投票箱へ。

これで投票は終了ですl

すばやく正確に

票の数を数える

ための計数機
開票所の様子

大
人
に
怒
っ
た
ら
、
ち
ゃ
ん
と
投
票
し
よ
う

1

＠ 



あ怠たも横浜市長に立候補！
ここでは、横浜市長選挙を例に普段は知ることのない立候補かう当選までの選挙

事前の説明会に出

続きが必要なのか

気持ちで立候補す

なんだという決意を

託金」も支払います。

運動を紹介します。さあ、あなたも立候補者気分になってみよう！

「横浜をもっと良くするために、こんな

ととを実行したいjオリジナルの政策を

持っているなう、あ主主たも市長に立候補l

社会の問題に目を向けて、みん芯の願い

にしっかり耳をかたむけることが大切です。

侃

W
E

、
・
選
九

当

－

a
’

惨

市長は市民の代表として、生活し

やすい社会を目指して、さまざま

な制度や社会の仕組みを作り、運菖していきます。自ら政策を

定案、実行していくという、責任もやりがいも大きな仕事です。

会－－－－－－－

．．．
 

宜主、，j:[9Ji~ . 醤

国へ予算提案・要望を提出，．．委員長と面談酔市広報ラジオ

番組収録，．．局長との会議静新聞社インタビ、ユー砂スポーツ

イベントであいさつ・観戦修市民団体との会合



市
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の
自
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みん毎に政策を

知っτもらうに.， ? 

・選挙公報
候補者の氏名・経歴や政見などを載せた公

報で、投票日の2目前までに、選挙管理委員

会から各世帯へ届けられます。

絡

事
手

.1 ~害 4・宗
主!f，；.・緑2
6匂 噌孫 子

守 賛 ア手
友 .~
.Ji ; 

5ぷz
! jぷ
fじ
E め

選挙運動をするのに

欠かせない「七つ道具J。
街頭演説用の緩や腕章、

自動車・拡声器の

表示板主主ど。

席して、どういった手

を学びましよう。軽い

るのを防ぐため、真剣

示すためのお金「供

．ポスター

・街頭演説・個人演説会

・新聞広告
市長選挙では選挙期間中は、2固まで新聞に

広告を出すことができます。

・はがき・ビラ
指定都市の市長選挙では、はがき（35,000

枚まで）、ビラ（70.000枚まで）を領布する

ことができます。

街頭演説は、有権者に直接自分の考

えを訴えることができるチャンス。

様々な方法で

積極的に政策

をアピールし

よう。

三宅Zい富言！ （寄附の禁止）② 

＠ ＠
2
 

でくさんの人が候補者の考えを箆くために集まっていま昔。

有権者［自分の考えに近い人を選んで投票しますリ

＠ 

政治家や候補者が、選挙区内の人たちに寄

附をすると罰せうれます。お金だけではなく、

食べ物や飲み物、お祝いの晶も違反です。

お金のかかうない明るくきれいな選挙のた

めに、普段から気をつけましょう。

いよいよ投票日。投票時間は朝ア時

かう夜8時までです。その後、厳正な ' 

開票が行われ、当選者が決定します。 I 
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投票率域政治参加のバロメータ
投票は、主権者として国民が政治に参加するいちばん身近で大切なチャンス。とこ

ろが、投票率はだんだんと低くなっており、とくに若い世代の棄権が多くなってい

ます。でも投票に行かなければ、将来の暮うしに自分たちの意見が反映されない

かもしれません。自分たちだけでなく、自分たちよりももっと若い世代のためにも、

選挙権を持ったらせ”ひ投票に行ってくださいね。

率の挺警 備浜市議会議員選挙（1947～2011年）

80 

(%) 173.s 74.6 

70 

60 63.5 
55.3 55.3 

50 
51.l 

46.0 
40 

1947 1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 

；骨悶別段薬品 横浜市議会議員選挙（20114.10)

37.23「ト20歳代 28.49
21，、・29歳 27.74 
30歳代 36.98 
40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

。 10 20 30 40 50 

覇民掠票法 （正式名称は「日本国憲法の改正手続に関する法律」）

平成19年5月に、満18歳以上の日本国民に投票権を認める「国民投票法Jが成立し、

選挙権年齢も満18歳以上に引き下げることが議論されています。世界では18歳が標

準となっていますから、この副教材のタイトルも「あと5年」から「あと3年」になるかも

しれません。今から主権者として社会生活や政治に関心を持つ必要がありますね。

ぜんをよフ持ーラふ
せんきょフォーラム事業は、社会への関心や選挙・政 1マ

治への判断能力を養う参加型の学習機会の場です。

18区の選挙管理委員会・明るい選挙推進協議会で

は、小・中学校などを会場に講演会や模擬投票を実施

しています。 泉区の小学授でのせんをよフォーラム風最
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1

横浜市議会議員選挙（20l 1.4. l 0）、第14回投票参加状況調査より

ふさわしい候補者を選ぶために

情報を集めたり、迷ったりする中で、

自分の考え方に改めて気付くとと

もあります。

・……・・》

棄権の理由

【30ふ~~雰悲いか ） 

くこん主主方法で情報収集！〉

・公営ポスター掲示板

・選挙公報

・テレビ－新鶴

・街頭演説‘個人演説会

・政党等のパンフレット

・家族など身近な人と話す

家族はいちばん身近な「ベテラ

ン有権者j。たまには家族と選挙

や政治について話してみては。
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選挙より重要な予定が

すでに決まっていた

〔 13.1% 率三~J

em 
人まかせにするのでは芯く、自

分たちで社会を良くしていとう

とするととが、民主主義にとっ

て大切ですね。

当選する人が

ほぼ決まっていた

投票所が遠く、

不便だか5。0.9% ＼ノ

無回答.. 
o~静香彦君怠

インドネシアでは、記載台におかれているのはなんと「釘J。候補者の写真や政党のマーク

が書かれた大き芯投票用紙に、釘で穴をあけて投票の意思を示します。（JICAホームベジ）

事iS撃の選I? 耶わ闘が窓われI..－：・

オーストラリアでは、棄権すると罰金が科せられるため、投票率は90%を超えているそう

て、す。（オーストラリア大使館ホームページ）

面市百三＇［rt;醤
蕊画乞~孟E忌週阻

タイでは、選挙前日の18時かう選挙当日は、なんと法律で「禁酒日」とされています。お酒

で酔っ払ってしまっては、正しく投票ができなくなるから、だそうです。（タイ国政府観光庁）

選挙権が得られる年齢は、国によって様々です。最も多いのは18歳。オーストリアやブラ

ジル芯ど16歳という国もあります。また、何歳以上という決まりはあるけれど、結婚して

いる人については年齢を問わ芯い、という国もあります。（国立国会図書館調査資料）

φ 



みん恕の参加が大切
「地方自治」とは、「自分たちの住んでいる地域を住民が自主的に治める」という

こと。地域で起こる、身近広問題を解決するための政治です。そのため、様々な場

面で、住民が積極的に参加することがとても大切であるといえます。

浜市会って？
選挙で選ばれた市民の代表である市会議員によって矯成される績浜市の意思決定機

関です。横浜市の予算や総合計画、条例などについて、審議を行い決定します。議会活

動は、主に年4回開催される定例会の期間中に行われます。議員全員が出席する本会

市会本会議場

選挙権が抱くても・で舎るごと1
「私にはまだ選挙権がないから、政治や社会の問題は自分には関係のないこと」

と思っていませんか？選挙権を持ったとき、しっかりと自分の意見が言えるよ

. う ゆ 糊 し ておこう！

・新聞やテレビのニュースを見て関心を持ったことは、図書館やインターネットで

さらに調べてみる。

・地域のために活動しているボランティアに参加する。

・市民の代表である議員の議論を議会で傍聴する。政党などの活動をインターネツ

トで調べてみる0

・新聞の、読者の意見を紹介するページに、自分の考えを送ってみる。
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ヨコハマ3R夢！J
横浜市では、「横浜G30フランjに続く、新たな横浜市一般廃棄物処理基本計画「ヨコハマ3R夢（スリム）

プラン」を平成23年1月かう推進しています。

「ヨコハマ3R夢プラン」では、ごみと資源の総量を平成37年度までに 10%以上削減（平成21年度比）、

温室効果ガスの排出量を同50%以上削減する目標を掲げ＼市民・事業者・行政が更なる協働のもと、「3R汁

の中でもとりわけ環境に最も優しいリテ。ユース（発生抑制）の取組みを進めています。 一八」言雄子

環境負荷の低減を図り、豊かな環境を後世に引き継ぐことで、子どもたちが将来に や．いζ五F
「夢」を持っととのできるまち・横浜の実現を目指していますので、皆さんもごみの 記ヤ;r;:c) 
減量や分別のご協力をお願いします。 ~ ，， ~ ，．．‘ 

fヨコハマ3R夢リ へ5星人 ミーオ
※リデユース（発生！Qli甲tllごみそのものを減らす マスコットイーオ

リユース（再利用｝何度も繰り返し使う

リサイクル（再生利用） 分別して再び資源として利用する

③仰がヨヨハマ~B夢i

市民 行政

．ごみや環境問題への興昧を
もってもらえるような仕組み
を作る

・分別収集、焼却芯どを適切に行う

・率先してごみの減量に取り組む

・「ヨコハマ3R夢プランJを広
くPRする

．環境にやさしい製届を作る

．長持ちする丈夫主主商品を
作る

・会議ではパソコン芯どを
利用し、資料の印刷は最小
限にする

．お気に入りを大切に長く使う

．すぐにごみになるものは
受け取ら芯い

電器詰め替え商品を選131

・食べ残しをしない

．ごみの分別、リサイクルに
積極的に取り組む

地方自治怒らでゅの制度

住民綴票
特定の地方公共団体だけを対象にした法律を国会

が制定する場合には、その地方の住民の投票によっ

て週半数の同意を得る必要があると憲法に規定さ

れています。

〈横浜市で行われた住民揖票の例〉

1950年（昭和25年）、 「横浜国際港都建設法」の

賛否の投票が行われ、住民の過半数の同意を得て

成立しました。これをきっかけに、横浜は国際都市

として発展していきます。

直揚請求権
日本の政治は間接民主主義を原員IJとしていますが、

地方自治については、住民の意思が反映されるこ

とが特に大切であるため、次のような権利を住民

に認めています。とれが直接請求権です。この権

利を行使するには、有権者の 定数以上の署名

が必要です。

副市長、副知事怠と主要公務員の解職請求

「 一一監査の請求 I 

仁
仁
l 5義会の議員a>よぴ首長の解職請求〈リコール｝

条例の制定や改廃

議会の解散請求

＠ 
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横浜市選挙竺
シンボルマーク

選挙は民主主義の基盤であり、適正かつ公平に執行されなければなりません。その

ため、首長から独立した機関である選挙管理委員会が設置され、選挙の執行管理を

行っています。選挙管理委員会は、各種選挙における立候補受付や投票・開票事務の

執行、選挙人名簿の調製、選挙啓発などを行うほか、裁判員候補者予定者の選定事

務なども担っています。

〈主忽仕事｝

・有権者の名簿を管理する

・立候補者の受付事務を行う

・按票所を管理・運宮する

・按票事務、開票事務を行う

．政治意識を高めるための啓発事業拡どを実施する

庁~！
副

主堕h昼包．、＇・
f’＂よ；.， ，. 

- ー：ト也、＝
ーーι~＝民主ー』 色

·~~－＝『ー“・π官官，n叩R叩畑町四E間間帯開胃R’F標胃胃曹司胃町田・

明るい選挙推進協議会
明るい選挙推進協議会は、民主主義の基盤である選挙が健全に行われるために、

明るく正しい選挙の実現と投票への参加の推進を目的に設立されたボランティア団

体です。横浜市では 18区と市に約 3.600人の人たちが参加し、市民の政治意識

を高めるため、研究会や講演会を始め各種イベントを開催しています。また選挙の

際には、「大切な一票リ棄権しないように投票を呼びかけています。

程t.I王市選挙管理委員合京一ムページ （U・20)

選挙管理委員会の中・高学生向けのホームページ

です。民主主義の意昧から選挙権の歴史、選挙の

種類、世界の選挙など、楽しく学べるページが盛り

だくさんです。

みん恕の仲間も
曹発活動を行っています。
中学生ボランティアが、区民まつりなどのイベントで明るくきれいな選挙を呼びか

けたり、選挙時には街頭に出て「投票参加」を呼びかけています。また、「標語コンクー

ルJ「作文コンクール」なと．への応募をとおして啓発活動を行っています。

青葉区の中学生ボランティア参加による区民まつり



いろん毎メディ？で市践の
最新情報をキャッチ！！

・横浜市ウエブサイト
http://www.city.yokohama.lg.jp/ 

．横浜市の広報
http://www.city.yokohama.lg.jp/front/kouhou.html 

~π軍司
・市か5のお知らせ、イベント情報
@yokohama koho （様浜市広報課）

・災害発生時の情報など
@yokohama_saigai （消防局危機管理課）

・市営地下鉄・市営パスの緊急情報、イベント情報
@yokohama koutuu（交通局）

この他、区役所などもアカウントがあります。

~－国
：広報ょこはま｛毎月1日発行｝
・市役所・区役所のお知らせや、身近な施設のイベント情報など。市ウ

：工ブサイトのほか、印刷版は区役所、図書館、鉄道駅などで入手でき

ます。横浜市内の世帯にも配布。

：暮§しのガイド
：横浜での生活に必要な情報をまとめた冊子（横浜市民便利帳）。市

：ウェブサイトのほか、印刷版は区役所、図書館芯どで入手できます。

ソーシャルメディアアカウント一覧 ：季刊誌「横潰j
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/ ：横浜の歴史や文化など、横浜の魅力を満載した季刊誌（l、4、7、10月

social media/list/ ：発行）。市内の書店などで販売（600円）。

11京市冨~富司
横浜チャンネル http://www.city.yokohama. lg伊／front/movie/

YouTube（横浜市公式チャンネル） http://www.youtube.com／仁ityOfYokohama/

この他、テレビ番組・ラジオ番組も放送中。詳しくは、市のウェブサイトをチェック！

lii1司i.li'(<-11ヨ；，：cm
横浜市の情報公開の総合窓口として．約3万点の資料を備え、市政に関す
る情報を広く提供しています。資料は呂自にと覧いただけます。また、資料

の貸出も行なコています。
．市庁舎1階（関内駅南口すぐ｝ 平日8:45～17:15

~国
区役所、市役所の手続き、市政情報や生活情報、イベントなどのさまざまな
問い合わせに、朝8時から夜9時まで年中無休で案内しています。
．電話 664・2525 FAX 664-2828 『~

Eメール callcenter@city.yokohama.jp I巳M ・L

＠＠＠＠ 選挙タイ~~~~~~~民主認定…。
》 ／ ._.1、_.,,J（裏表紙に正解を載せて暗 ）

医軍E績浜市の有権者Yさん（25歳）l<t:、fE横浜市長、己Jll崎市長、⑧衆議院議員、己主神奈川県知事」の

一一 むの選挙のどれかに立候繍しようと考えましたが、立候補できるのは2つの選挙だけでした。~s

E盟役票日に用事がある人は投票できない。＠ 。c@

医 国 選挙をきれいに行うための「主ない宣言IJとl立、お金や晶物を「鰻うない、求め悲しに受け取ら芯いJである。＠ σ⑪
医喧I201 l(平成23）年の績浜市議会議員選挙での績浜市の投票率lま46.73%だったが、20篇代の役票率は

それより高かった。＠ 町＠

Em横浜市選挙のマスコット「イコツトちゃんJl;t:、みなとまち・繍浜の明日を明るく照うす意味を込めて灯台をイメージしている。＠ α＠

11'.-"i沼恒長2・鴎；1~JtiilllF.1UiallV.a~~·同誌－~－..＇＂＂.i':•~

eYahoo！みんtciの政治 http://sejji.yahoo.eo.jp/



中学校 13年｜ 組




